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令和２年９月橋本市議会定例会会議録（第４号）その４ 

令和２年９月10日（木） 

                                          

 日程第17 議案第10号 橋本市浄水場更新

等事業事業者選定委員会条例に

ついて 

○議長（土井裕美子君）日程第17 議案第10号

橋本市浄水場更新等事業事業者選定委員会条

例について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 10番 髙本さん。 

○10番（髙本勝次君）お聞きします。第３条の

ところなんですけども、委員会は委員６人以内

をもって組織すると書いてあるんですけども、

私自身は６人って内容的に、どの問題でも同じ

ですけども大事な重要な問題ですので、６人じ

ゃ人数が少ないように思うんです。６人と決め

られたいきさつをお聞きしたいのと、それと、

第３条の（２）の市職員なんですが、どういう

立場の方を考えておられるかお聞きしたいの

と、（３）のその他管理者が必要と認めた者と

いうと、どういうような形の人を考えておられ

るかお聞きしたいと思います。 

○議長（土井裕美子君）水道環境部長。 

○水道環境部長（宮田典和君）お答えいたしま

す。 

 まず６人という人員ですけれども、一般の審

議会とは違いまして、さきの議会でもご承認い

ただきました上下水道事業の審議会委員、一般

公募も多く取り入れて、皆さんの意見を聞かし

てほしいと。ただし、今回の更新事業等の業者

選定という形でございます。非常に専門的な経

験等、知識を求めさせていただきたい。そうい

う形で絞り込んだ形で意見を頂きたいと。それ

と、市職員に関しましては、技術管理者という

職員がおりますので、その現場に精通して、水

道事業に知識を持った者を充てたいと考えて

おります。 

 それと、特に認めるという形ですけども、こ

ういう事業、全国的に今８件ほど実施されてい

る事業でございます。まだまだ少ないんですけ

ども、そういう先進的な事例で現に取り組まれ

た自治体の方にいろいろご指南も頂いており

ますので、そういう知識を持った現場の行政サ

イドで頑張っていただいた経験がある方を推

薦、選んでいただきたいなと、そういうふうに

考えて、少ない人員ですけども本当に中身の濃

い専門的な委員を考えております。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ありませんので、これ

をもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第10号に

ついては、経済建設委員会に付託いたします。 

                     

 日程第18 議案第11号 橋本市水道事業給

水条例及び橋本市下水道条例の

一部を改正する条例について 

○議長（土井裕美子君）日程第18、議案第11号

橋本市水道事業給水条例及び橋本市下水道条

例の一部を改正する条例について を議題と

いたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第11号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと思

います。 

 これにご異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありませんの

で、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより議案第11号 橋本市水道事業給水

条例及び橋本市下水道条例の一部を改正する

条例について を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありませんの

で、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第19 議案第12号 橋本市飲料水供給

施設事業給水条例及び橋本市簡

易飲料水供給施設設置及び管理

条例の一部を改正する条例につ

いて 

○議長（土井裕美子君）日程第19 議案第12号

橋本市飲料水供給施設事業給水条例及び橋本

市簡易飲料水供給施設設置及び管理条例の一

部を改正する条例について を議題といたし

ます。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第12号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと思

います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありませんの

で、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより議案第12号 橋本市飲料水供給施

設事業給水条例及び橋本市簡易飲料水供給施

設設置及び管理条例の一部を改正する条例に

ついて を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありませんの

で、本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第20 議案第13号 橋本市地場産業振

興センター設置及び管理条例の

一部を改正する条例について 

○議長（土井裕美子君）日程第20 議案第13号 

橋本市地場産業振興センター設置及び管理条

例の一部を改正する条例について を議題と

いたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第13号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと思

います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありませんの

で、委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより議案第13号 橋本市地場産業振興

センター設置及び管理条例の一部を改正する

条例について を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（土井裕美子君）ご異議がありませんの

で、本案は原案のとおり可決されました。 

                                          

 


